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一
歳
の
お
誕
生
日
お
め
で
と

う
。
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
笑
顔

を
あ
り
が
と
う
。

お
茶
目
で
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ

笑
顔
の
か
わ
い
い
さ
ら
ち
ゃ

ん
。
こ
れ
か
ら
も
お
兄
ち
ゃ

ん
と
仲
良
く
す
く
す
く
大
き

く
な
っ
て
ね
。

植
木
陽は

る琉
く
ん（

1
歳
の
男
の
子
）

畠
中
紗さ

ら蘭
ち
ゃ
ん

（
1
歳
8
か
月
の
女
の
子
）

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療

加
入
者
へ
の
お
知
ら
せ

　

い
ず
れ
も
、
問
い
合
わ
せ
は
高
崎
市
国

民
健
康
保
険（
国
保
）は
保
険
年
金
課
国
保

担
当（
☎
0
2
7
・
3
2
1
・
1
2
3
6
）

か
各
支
所
市
民
福
祉
課
へ
、
後
期
高
齢
者

医
療
は
保
険
年
金
課
医
療
給
付
担
当（
☎

0
2
7
・
3
2
1
・
1
2
3
7
）か
各
支

所
市
民
福
祉
課
へ
。

保
養
施
設
の
利
用
に
お
得
な
助
成
券

　

市
内
の
保
養
施
設
に
宿
泊
す
る
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
助
成
額
は
1

人
1
泊
に
つ
き
2
0
0
0
円
で
、
年
度
ご

と
に
1
泊
だ
け
で
す
。

●
対
象
＝
国
保
加
入
者
で
国
保
税
を
完
納

し
て
い
る
世
帯
の
小
学
1
年
生
〜
74
歳
の

人
か
、
市
内
に
在
住
の
群
馬
県
後
期
高
齢

者
医
療
の
加
入
者
で
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
を
完
納
し
て
い
る
人　

●
施
設
＝
は

ま
ゆ
う
山
荘
、相
間
川
温
泉
ふ
れ
あ
い
館
、

榛
名
湖
温
泉
ゆ
う
す
げ
、
牛
伏
ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー　

●
申
し
込
み
＝
各
施
設
で
宿

泊
予
約
を
し
た
後
、
宿
泊
す
る
人
全
員
の

国
民
健
康
保
険
証
か
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
を
持
っ
て
、
各
問
い
合
わ
せ
先

へ
。
4
月
3
日
㈪
か
ら
、
各
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
で
も
申
請
で
き
ま
す
。
代
理

人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
代
理
人
の
写
真

付
き
の
本
人
確
認
が
で
き
る
物
が
必
要
で

す
。申
請
は
、必
ず
宿
泊
日
よ
り
前
に
行
っ

て
く
だ
さ
い

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら
届
け
出
を

　

交
通
事
故
に
遭
う
な
ど
第
三
者
が
原
因

の
け
が
の
治
療
で
保
険
証
を
使
う
と
き

は
、必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。本
来
加
害

者
が
負
担
す
べ
き
治
療
費
を
市
が
一
度
肩

代
わ
り
し
、後
で
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

認
知
症
相
談

●
日
時
＝
4
月
12
日
㈬
午
後
1
時
30
分
〜

4
時　

●
会
場
＝
市
役
所
2
階
長
寿
社
会

課　

●
内
容
＝
認
知
症
の
症
状
や
治
療
に

つ
い
て
の
医
師
に
よ
る
相
談　

●
対
象
＝

市
内
に
在
住
で
、
認
知
症
に
つ
い
て
悩
み

や
不
安
の
あ
る
人
か
そ
の
家
族　

●
定
員

＝
4
人
（
予
約
制
）
●
費
用
＝
無
料   

●

申
し
込
み
＝
4
月
10
日
㈪
ま
で
に
、
電
話

で
長
寿
社
会
課
（
☎
0
2
7
・
3
2
1
・

1
3
1
9
）
へ

障
害
者
就
労
相
談

　

市
は
、
市
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
2
階
障

害
者
支
援
S
O
S
セ
ン
タ
ー
・
ば
る
ー
ん

で
、
第
2
・
4
水
曜
日
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

高
崎
の
職
員
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

●
日
時
＝
4
月
12
日
・
26
日
の
水
曜
日
、

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分　

●
対
象
＝

障
害
の
あ
る
人　

●
費
用
＝
無
料　

●
問

い
合
わ
せ
先
＝
同
セ
ン
タ
ー
・
ば
る
ー
ん

（
☎
0
2
7
・
3
2
5
・
0
1
1
1
）

が
ん
患
者
と
そ
の
家
族
の
た
め
の

地
域
が
ん
サ
ロ
ン

●
期
日
と
会
場　

4
月
11
日
㈫
＝
自
遊
空

間
み
ち
く
さ
（
新
町
）
16
日
㈰
＝
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
3
階
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ル
ー
ム

●
時
間
＝
午
後
1
時
〜
3
時　

●
内
容
＝

が
ん
患
者
や
そ
の
家
族
が
悩
み
や
不
安
を

相
談　

●
費
用
＝
無
料　

●
そ
の
他
＝
電

話
に
よ
る
相
談
は
随
時
受
け
付
け　

●
申

し
込
み
＝
当
日
直
接
会
場
へ　

●
問
い
合

わ
せ
先
＝
ぴ
あ
サ
ポ
ぐ
ん
ま
事
務
局
（
☎

0
8
0
・
6
8
1
7
・
7
2
3
4
）

　市は、4月1日か
ら、子どもの医療費
の助成対象を18歳
になって最初の3月
31日までに拡大し
ます。来年度17・
18歳になる人（平
成17年4月2日～平
成19年4月1日生ま
れの人）で申請済みの人と、来年度16歳に
なる人（平成19年4月2日～平成20年4月1
日生まれの人）に、新しい福祉医療費受給
資格者証（ピンク色の券）を3月中旬に発送
します。4月1日からは新しい受給資格者証
を使ってください。
　問い合わせは、保険年金課（☎027-321-
1237）へ。
来年度17・18歳になる人で
まだ申請していない人はお早めに
　来年度17・18歳になる人は、同証の交付
には申請が必要です。これから申請する人
は、4月1日までに届かない場合があります。
12月に送付した案内を確認して、早めに申
請してください。

福祉受給者証を送付します
来年度高校1～3年生になる人へ 

3月13日から、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。ただ
し、医療機関の受診や高齢者施設の訪問、混雑する電車
やバスの乗車などでは着用が推奨されています。詳しくは、
厚生労働省のホームページ（右記）で確認してください。

マスクの着用は個人の判断です 保健予防課（☎027-381-6112）

問い合わせ先＝高崎市コロナワクチン問合せ電話（☎027-395-7300）

新型コロナウイルスの
ワクチン接種についてのお知らせ

県ホームページの「診療検査外来一覧」で、
熱のある人などの診療・検査を行う医療機関
の最新の一覧が見られます

●市受診・相談センター（☎027-381-6112）
　月～金曜日、午前8時30分～午後5時15分
　（開設時間以外は県受診・相談センターへ）
●県受診・相談センター（☎0570-082-820）
　24時間
●発熱者外来予約専用電話（☎027-381-6000）
　土・日曜日、祝日、午前9時30分～正午

　喉の痛みやせき、発熱など気になる症状がある人は、
かかりつけ医に相談してください。
　かかりつけ医がない、どこを受診したら良いか分か
らない人は、診療・検査を行う病院や診療所を市か県
のホームページで確認してください。

下記の窓口で、相談や医療機関の案内を行っています

発熱など感染の心配のある時は、かかりつけ医や相談センターなどに相談を

3回目以降の接種
　従来株とオミクロン株の両方に対応した「オミクロン
株対応ワクチン」を使用します。このワクチンは、前回の
接種から3か月経過すれば接種可能で、接種は1人1回
です（3月9日現在）。オミクロン株対応ワクチンを接種
済みの人には、次回の接種券は送付されません。
個別・集団接種で実施中
　個別接種は、市内約200か所の病院や診療所で実施。
集団接種は、3月中の土曜日に、市役所など市内7か所
の会場で開設しています。
1・2回目の接種
　従来型のワクチンを使用し、3週間の間隔で2回接種
します。一部の医療機関と集団接種会場（市総合保健セ
ンター）で実施しています。

12歳以上の人の接種

子どもの接種
　6か月～11歳の子どもの接種は、市内の病院や診療
所での個別接種で実施しています。
6か月～4歳の子ども
　乳幼児用ワクチンを使用します。2回目の接種は1
回目の3週間後から、3回目の接種は2回目の8週間後
から受けられます。
5～11歳の子ども
　小児用ワクチンを使用します。2回目の接種は1回
目の3週間後から、3回目の接種は2回目の3か月後か
ら受けられます。4月からは、3回目の接種に「小児用
オミクロン株対応ワクチン」を使用します。

厚生労働省のホームページで、新型コロナウ
イルスのワクチン接種の効果など、ワクチンに
ついてのQ&Aが見られます

接種の予約はインターネットが便利です 

■電話は予約電話へ
☎0120-08-5670
月～金曜日、午前9時～午後6時

■インターネットは
　専用ホームページ（右記）へ
　24時間受け付け

　接種の予約は、インターネットと電話で受け
付けます。インターネットでは、24時間予約
を受け付けています。

　手話通訳が必要な人や障害のある人は、障
害者支援SOSセンター・ばるーん（市総合
保健センター2階。火～日曜日☎027-325-
0111）で、ワクチン接種に関する相談ができ
ます。ファクス（ 027-325-0112）などで
も受け付けます。

障害のある人の接種に関する相談を受け付け 

接種を受けられる期間が延長となり、4月末まで下記のとおり接種を実施します。4
月中に接種を受けられるよう、希望する人は早めに予約してください。
5月以降の接種については、決まり次第、市ホームページや広報高崎などでお知らせ
します。

最新情報は
市ホームページで

3
月
15
日
版
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